
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

一

三

四

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
一
三
四
号

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
保
管
さ
れ
て
い
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
の
搬
出
・
運
搬
と
処
理
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
保
管
さ
れ
て
い
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
の
搬
出
・
運
搬
と
処
理

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
（
以
下
「
恩
納
分
屯
基
地
」
と
い
う
。
）
内
で
保
管
し
て
い
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
以

下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
と
い
う
。
）
等
を
含
む
汚
泥
（
以
下
「
本
件
汚
泥
」
と
い
う
。
）
を
処
理
す
る
に
当
た
り
、
本
件
汚
泥
の
処

分
業
務
委
託
先
で
あ
る
株
式
会
社
ク
レ
ハ
環
境
（
以
下
「
ク
レ
ハ
環
境
」
と
い
う
。
）
に
運
搬
さ
れ
た
年
月
日
ご
と
の
①
数

量
（
ド
ラ
ム
缶
の
数
）
及
び
②
重
量
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
旧
米
軍
恩
納
通
信
所
内
の
旧
汚
水
処
理
施
設
で
発
見
さ
れ

た
本
件
汚
泥
に
つ
い
て
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日
に
①
六
十
六
本
、
②
約
十
七
ト
ン
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
二
日

に
①
百
十
二
本
、
②
約
二
十
八
ト
ン
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
九
日
に
①
九
十
九
本
、
②
約
二
十
五
ト
ン
、
平
成
二
十
六

年
二
月
十
九
日
に
①
百
十
二
本
、
②
約
二
十
八
ト
ン
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日
に
①
九
十
九
本
、
②
約
二
十
五
ト
ン
、

平
成
二
十
六
年
三
月
五
日
に
①
百
十
二
本
、
②
約
二
十
九
ト
ン
、
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
に
①
九
十
四
本
、
②
約
二
十

四
ト
ン
で
あ
り
、
恩
納
分
屯
基
地
内
の
旧
汚
水
処
理
施
設
で
発
見
さ
れ
た
本
件
汚
泥
に
つ
い
て
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
三

日
に
①
百
十
二
本
、
②
約
二
十
九
ト
ン
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日
に
①
九
十
九
本
、
②
約
二
十
六
ト
ン
、
平
成
二
十

一



五
年
十
一
月
二
十
七
日
に
①
百
十
二
本
、
②
約
二
十
九
ト
ン
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
四
日
に
①
百
四
十
五
本
、
②
約
三
十

八
ト
ン
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
一
日
に
①
百
四
十
五
本
、
②
約
三
十
八
ト
ン
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日
に
①
六

十
六
本
、
②
約
十
七
ト
ン
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
に
①
六
十
六
本
、
②
約
十
七
ト
ン
、
平
成
二
十
六
年
一
月
十

三
日
に
①
百
四
十
五
本
、
②
約
三
十
八
ト
ン
、
平
成
二
十
六
年
二
月
五
日
に
①
百
十
一
本
、
②
約
三
十
ト
ン
、
平
成
二
十
六

年
二
月
十
日
に
①
九
十
九
本
、
②
約
二
十
三
ト
ン
で
あ
っ
た
。
な
お
、
重
量
は
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
基
づ
く
値
で
あ
り
、

ド
ラ
ム
缶
の
重
量
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
六
年
三
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
五
九
第
三
一
号
）
別
表
一
で
述
べ
た
「
保
管
し
て
い
る
ド

ラ
ム
缶
の
数
」
の
合
計
は
千
八
百
二
本
で
あ
る
と
こ
ろ
、
ク
レ
ハ
環
境
に
運
搬
さ
れ
た
本
件
汚
泥
の
ド
ラ
ム
缶
の
数
は
合
計

千
七
百
九
十
四
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
恩
納
分
屯
基
地
内
で
本
件
汚
泥
が
発
見
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
旧
汚
水
処
理
施
設
を

撤
去
し
た
際
に
発
生
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
削
り
粉
等
を
保
管
す
る
た
め
四
本
増
加
し
て
お
り
、
ま
た
、
旧
日
本
環
境
安
全
事

業
株
式
会
社
（
現
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
）
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
度
に
二
本
、
平
成
二
十
四
年
度
に
十

本
処
理
し
た
た
め
、
合
計
十
二
本
減
少
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
と
お
り
、恩
納
分
屯
基
地
に
お
い
て
保
管
し
て
い
た
本
件
汚
泥
は
、ク
レ
ハ
環
境
に
全
て
運
搬
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



二
に
つ
い
て

①
旧
米
軍
恩
納
通
信
所
内
の
旧
汚
水
処
理
施
設
で
発
見
さ
れ
た
本
件
汚
泥
及
び
②
恩
納
分
屯
基
地
内
の
旧
汚
水
処
理
施
設

で
発
見
さ
れ
た
本
件
汚
泥
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
搬
出
・
運
搬
業
務
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
事
業
者
選
定
方
法
が

①
一
般
競
争
入
札
、
②
一
般
競
争
入
札
、
入
札
期
間
が
①
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
十
七
日

ま
で
、
②
平
成
二
十
五
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
ま
で
、
実
際
に
入
札
し
た
事
業
者
の
数
が
①
一
者
、

②
一
者
、
予
定
価
格
が
①
六
千
六
百
七
十
二
万
八
百
二
十
二
円
、
②
七
千
五
百
九
十
万
円
、
最
低
制
限
価
格
が
①
五
千
三
百

三
十
七
万
六
千
六
百
五
十
七
円
、
②
四
千
五
百
五
十
四
万
円
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
処
理
業
務
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、

事
業
者
選
定
方
法
が
①
一
般
競
争
入
札
、
②
一
般
競
争
入
札
、
入
札
期
間
が
①
平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二

十
五
年
九
月
十
二
日
ま
で
、
②
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
十
九
日
ま
で
、
実
際
に
入
札
し
た

事
業
者
の
数
が
①
一
者
、
②
二
者
、
予
定
価
格
が
①
一
億
四
千
十
一
万
五
千
七
百
八
十
円
、
②
二
億
六
千
百
六
十
九
万
円
、

最
低
制
限
価
格
が
①
八
千
四
百
六
万
九
千
四
百
六
十
八
円
、
②
一
億
五
千
七
百
一
万
四
千
円
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
業
務
の
委

託
は
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
予
定
価
格
の
制
限
の
範

囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
て
、
適
正
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



三
に
つ
い
て

防
衛
省
に
お
い
て
は
、
本
件
汚
泥
の
処
理
を
委
託
し
た
際
に
、
ク
レ
ハ
環
境
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
の
処
分
を
委
託
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
な
お
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
六
項
の
許

可
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
る
た
め
、

個
別
の
企
業
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
許
可
の
取
得
状
況
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

ク
レ
ハ
環
境
に
お
い
て
は
本
件
汚
泥
を
焼
却
方
式
で
処
理
し
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
一
日
当
た
り
の
最
大
処
理
能
力

は
三
十
ト
ン
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
具
体
的
な
年
月
日
ご
と
の
処
分
量
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
産
業
廃
棄

物
管
理
票
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
に
本
件
汚
泥
の
合
計

約
四
百
六
十
一
ト
ン
に
つ
い
て
全
て
適
切
に
処
理
さ
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
処
理
後
の
残
滓
物
」
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
い
わ
き
市
に
所
在
す
る
ひ
め
ゆ
り
総
業
株

式
会
社
の
最
終
処
分
場
に
お
い
て
適
切
に
処
理
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四



五
に
つ
い
て

四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
ク
レ
ハ
環
境
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
を
焼
却
方
式
で
処
理
し
て
い
る
と
承
知
し
て

い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
評
価
書
」
は
、
発
行
さ
れ
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
は
、
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
係
る
様
式
を
定
め
た
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
様
式
第
二
号
の
十
五
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
産
業
廃
棄
物
管

理
票
を
発
行
す
る
団
体
が
、
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
管
理
票
交
付
者
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
運
搬
受
託

者
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
処
分
受
託
者
に
お
け
る
管
理
の
便
宜
上
、
当
該
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
付
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
運
搬
先
の
事
業
場
（
処
分
事
業
場
）
」
は
、
事
業
者
が
運
搬
を
委
託
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
運
搬

先
の
事
業
場
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
最
終
処
分
を
行
っ
た
場
所
」
は
、
埋
立
処
分
等
の
最
終
処
分
を
行
っ
た
事
業
場
の
所
在

地
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
御
指
摘
の
「
処
分
終
了
年
月
日
」
は
、
事
業
者
が
委
託
し
た
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
で
あ
り
、
御
指
摘
の

五



「
最
終
処
分
終
了
年
月
日
」
は
、
埋
立
処
分
等
の
最
終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
で
あ
る
。

六


